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上湧別町物品等競争入札等参加者の資格及び指名に関する要綱

（趣旨）

、 （ 。 「 」 。）第１条 この要綱は 地方自治法施行令 昭和２２年政令第１６号 以下 政令 という

第１６７条の５第１項、第１６７条の１１第２項及び上湧別町財務規則（昭和４１年規

則第８号。以下「財務規則」という ）の規定に基づき、上湧別町が発注する物品等の。

競争入札等に参加しようとする者の資格及び指名に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

（１） 物品購入 物品の購入、製造、修繕、改造及び印刷製本に係るもの

（２） 物品借上 物品の借入れに係るもの

（３） 委託等 役務の提供及び業務の請負（建設工事及び建設工事等に係る測量、調

査、設計等の請負を除く ）に係るもの。

（４） 物品等 前３号に掲げるもの

（５） 高額随意契約 政令第１６７条の２第１項第２号、第６号及び第７号の規定を

適用する随意契約であって、その予定価格が８０万円以上の物品購入、予定価格が４

０万円以上の物品借上又は予定価格が５０万円以上の委託等に該当するもの。ただし

財務規則第１２７条第３項各号に該当するものを除く

（６） 物品等競争入札等 物品等の契約のために実施する競争入札及び前号に規定す

る高額随意契約のために実施する見積書の徴収（見積合わせ）

（参加資格）

第３条 上湧別町が行う物品等の競争入札等に参加することができる者は、次の各号に揚

げる者以外の者で、町長の入札参加資格の審査（以下「資格審査」という ）を受けた。

者とする。

（１） 政令第１６７条の４第１項の規定に該当する者

（２） 政令第１６７条の４第２項の規定により資格の取消処分を受けた者で、その処

分の期間が経過していない者

（３） 法令による許可、登録等を必要とする営業に関してこれを受けていない者

（４） 国税及び地方税等を滞納している者

（資格審査申請）

第４条 物品等の競争入札等に参加しようとする者は、物品等競争入札等参加資格審査申

請書（様式第1号）に次に揚げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

（１） 登記事項証明書（法人のみ）

（２） 国税に滞納が無いことの証明書（税務署発行のもの）

（３） 道税に滞納がないことの証明書（道税事務所発行のもの）

（４） 市町村税に滞納が無いことの証明書（市町村長発行のもの）

（５） 営業許可等の写し（希望する取扱品目（業務）に関し必要な許可、免許、登録

等）

（６） 身分証明書（個人のみ。民法による後見（旧法による禁治産又は準禁治産を含

む）開始の審判についての証明）

（７） 営業証明書（個人のみ。市町村長発行のもの。ただし、発行されない場合は希

望する取扱品目の取扱を証する契約書、請書、請求書（控え 、納品書（控え）等の）

写し）

（資格審査申請の時期）

第５条 前条に規定する申請書類の提出時期は、平成１９年を始期とする隔年1月２０日

から２月末日までの間とし、提出時期以外の提出は認めない。

２ 町内に本社又は支店等を有する者及び特殊な物品等を扱う者で、特に必要と認めた場

合は随時提出を認める。
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（資格審査と結果通知）

第６条 町長は、第４条の規定により提出された申請書類に基づき審査を行い、資格の有

無を決定する。

２ 町長は、前項による資格審査の結果を物品等競争入札等参加資格審査結果通知書（様

式第２号）により申請者に通知しなければならない。

（参加資格者名簿の作成）

第７条 町長は、前条の規定により入札参加者として資格を有すると認めた者（以下「参

加資格者」という ）については、物品等競争入札等参加資格者名簿（以下「参加資格。

者名簿」という （様式第３号）に登載するものとする。。）

（参加資格の有効期間）

第８条 第５条に規定する参加資格者における資格の有効期間は、申請書類の提出時の次

年度から２会計年度とする。

２ 第５条第２項の規定により参加資格者になった者の有効期間の終期は、同条第１項の

規定による参加資格者と同様とする。

（参加資格の変更）

第９条 参加資格者は、その資格の有効期間内に次に掲げる事項について変更があったと

きは、その都度、物品等競争入札等参加資格関係事項変更届（様式第４号）を町長に提

出しなければならない。

（１） 参加資格者の商号、名称、所在地及び代表者名

（２） 受任者の所在地、支店等の名称及び職氏名

（３） 使用印鑑

（４） 参加資格者が法人の場合にあっては、資本金の額

（参加資格の承継）

第１０条 参加資格者から営業の一切を承継した者で、物品等の競争入札等に参加しよう

とするものは、物品等競争入札等参加資格承継届（様式第５号）に次に掲げる書類を添

付し町長に提出しなければならない。

（１）当該営業の一切を承継したことを証する書類

（２）前号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

（参加資格の取消し）

第１１条 町長は、参加資格者名簿に登載された参加資格者が次の各号のいずれかに該当

する状態となった場合は、その資格を取消すとともに参加資格者名簿から削除しなけれ

ばならない。

（１） 政令第１６７条の４第１項の規定に該当した場合

（２） 政令第１６７条の４第２項の規定により資格の取消処分を受け、入札への参加

を排除された場合

（３） 物品等競争入札等参加資格審査申請書若しくは添付書類について故意に虚偽の

記載をした場合

（４） 法令による許可又は登録等を必要とする営業に関してこの資格を喪失した場合

（５） 国税及び地方税等を滞納した場合

（６） その他重大な法令違反等の行為があった場合

２ 町長は、前項の規定により参加資格の取消しを行ったときは、物品等競争入札等参加

資格取消通知書（様式第６号）により当該参加資格者に取消しの理由を付して通知する

ものとする。

（参加資格の停止）

第１２条 町長は、参加資格者名簿に登載された参加資格者が次の各号のいずれかに該当

する状態となった場合は、その資格を停止しなければならない。

（１） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てが行われ

た場合

（２） 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが行われ

た場合
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（３） 経営状況が著しく不健全であると認められる場合

（４） 契約の履行が不誠実と認められる場合

（５） 前各号に掲げるもののほか町長が入札参加資格を停止する必要があると認めら

れる場合

２ 前項の規定による参加資格の停止期間は、その都度決定する。

３ 町長は、第１項の規定により参加資格の停止を行ったときは、物品等競争入札等参加

資格停止通知書（様式第７号）により当該参加資格者に停止の理由を付して通知するも

のとする。

（指名基準）

第１３条 物品等の競争入札等の参加者を選定するときは、機会の均等及び公正並びに経

済性の確保を基本とし、次の各号により選定する。

（１） 参加者の選定は、参加資格者名簿に登載された参加資格者から選定する

（２） 上湧別町内の参加資格者により適正な競争が確保できるときは、上湧別町内の

参加資格者から選定する

（３） 上湧別町内に参加資格者が無い場合又は参加資格者の数が極めて少なく1件の

予定価格が相当高額となる場合は、上湧別町外の参加資格者を含めて選定し適正な競

争を確保する

（指名委員会の設置）

第１４条 物品等の競争入札等の参加者の選定について審議するため、物品等競争入札等

参加者指名委員会（以下「指名委員会」という ）を設置する。。

（組織）

第１５条 指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

２ 委員長は、副町長をもって充てる。

３ 委員は、総務課長、税財課長、産業振興課長及び建設課長をもって充てる。

４ 委員長は、必要があると認めたときは、臨時の委員を任命することができる。

（委員長）

第１６条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総理する。

２ 委員長に事故あるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。

（会議）

第１７条 指名委員会は、必要の都度開催する。

２ 指名委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 指名委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。

（その他）

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

附 則

（施行期日）

1 この要綱は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行期日の前に既に提出された資格審査申請は、第６条の資格を有するも

のとみなす。


